
No. 評価の観点 配点

1 業務全般に対する考え方
・本業務の地域戦略策定方針に沿った提案がなされているか。

・業務の目的、内容について十分に理解しているか
15

2 業務における支援策 ・内容が理解しやすい地域戦略とするため、活用できるノウハウや手法があるか 10

3 独自提案の内容
・本市の特徴を踏まえた上で、独自の地域戦略にするための実現性の高い手法や内容の提案が

されているか。
10

4 情報資産の保有状況 ・視覚データや高松市の地域特性に関連するデータについて十分に保有しているか。 10

5 提案の具体性
・提案内容が分かりやすく、具体的で適正な手法等の提示から作成されており、一貫性がある

か
10

6 その他の支援 ・その他、必要又は有効で、実施可能な提案がされているか。 5

7 業務スケジュール ・全体的なスケジュールは妥当か。 5

8 執行体制 ・業務を適切かつ確実に実施できる人員体制となっているか。 5

9 業務実績 ・同様の業務委託の実績があり、業務を適切に実行できるか。 5

10 業務執行能力 ・業務責任者・業務担当者の管理能力及びコミュニケーション能力は十分か。 10

11 質疑応答 ・選定委員の質問に対する回答は、説得力のあるものだったか 10
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５点満点とし、次のように算出する。

・点数=５×（最安の提案価格/提案者の提案価格）

・点数の算出に当たっては、少数点第１位以下を切り捨てする。

5

100

　(１)非常に優れた提案である場合には、「５点」とします。

　(２)優れた提案である場合には、「４点」とします。

　(３)標準的である場合には、「３点」とします。

　(４)やや物足りない提案である場合には、「２点」とします。

高松市生物多様性地域戦略策定支援業務委託プロポーザル審査に係る事業者選定基準

　(５)特に物足りない提案である場合には、「１点」とします。

〇各項目には「加重」を設けることとし、各項目の得点を次のように算出します。

【評価基準】

合計

　（得点）=（評価点）×（加重）

・上記の項目を審査委員７人が審査し、１人当たり１００点満点で採点します。

・各審査委員の合計を審査委員の人数で除した平均評価点数（満点１００点）で、総合点が最も高い事業者を提案評価第１位通過者として

選定します。

・平均評価点数が最も高い事業者が２者以上ある場合は、提案内容点が高い事業者を提案評価第１位事業者として選定します。

評価項目

・「提案内容点」も同点の場合は、審査委員で協議し、提案評価第１位事業者を選定します。

〇各評価項目は、０～５点までの６段階で評価します。
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　(６)評価内容を満たしていない場合や劣悪な提案である場合には、「０点」とします。


